
病床数適正化緊急支援事業への対応について 

 

１ 経緯 

 ⑴ 昨年度、国の令和６年度補正予算により、令和７年９月末までに病床を削減した医

療機関に給付金を支給する「病床数適正化支援事業」が創設されました。 
 

 ⑵ この事業について、県では、地域の医療提供体制について、圏域の協議等で調整を

行ってきたことを踏まえ、国の示す要件に加え、「地域医療に与える影響」として

「削減しようとする病床は、休床若しくは非稼働状態が１年以上継続している病床で

あること」を独自の要件として設定し、事業を実施しました。 

   この要件は、病床削減の期限が令和７年９月末とされた中で、圏域での議論を行う

時間的余裕がないことも踏まえ設定したものです。 

  ※ この要件は、令和７年度第１回医療審議会（５月 26 日）で承認 
 

 ⑶ この度、令和７年 12 月に成立した医療法等の一部を改正する法律にて、都道府県

が地域の実情を踏まえ医療機関の病床削減を支援する事業が創設され、国の令和７年

度補正予算にて事業に係る予算が「病床数適正化緊急支援事業」として措置されまし

た。（Ｒ７国補正：3,490 億円） 

 

２ 事業概要 

  事業の概要は以下のとおりです（詳細は 資料１－２ （実施要綱）を参照）。 

対象 

医療機関 

Ｒ７年 12 月 16 日からＲ９年３月 31 日までの間に病床（一般・療養・

精神）を削減する医療機関 等 

給付単価 4,104 千円／床、休床の場合 2,052 千円／床 

申請期間 
Ｒ８年６月末〆で第１回の申請受付を開始 

（以降３～４か月間隔で複数回募集） 

国が示す 

主な要件 

 以下の場合、圏域の地域医療構想調整会議等での合意が必要 

① 現に患者が入院している病床を削減する場合 

② 病床数をあわせて 100 床以上削減をする場合 

③ 入院を受け入れていない、削減により受け入れを停止、削減によ

り廃院する医療機関の場合  等 

④ その他、都道府県において議論が必要と認める場合 

※ 今回は、経常赤字等の経営状況に係る要件はなし 

その他 

 本事業により削減された病床については、不可逆的措置として医療

計画で定める基準病床数を削減（ 資料１－３ 参照） 

※ Ｒ９年度上半期までの間で県において基準病床数を引き下げ 

資料１－１ 



３ 島根県における実施方針について 

 ⑴ 実施方針 
  

  医療機関が本事業を活用して病床を減らそうとする場合、圏域の地域医療構想調整会

議等で削減について議論し、合意が得られることを要件とする。 
  

 ⑵ 理由 

  ① 本事業は、令和６年度国補正予算の事業とは異なり、国の示す要件において、現

に患者が入院している病床を減らす場合には、圏域の合意を必要とするなど、地域

の医療提供体制に対する一定の配慮はみられます。 
 

  ② 一方で、県としては、患者が入院しているかどうかに関わらず、医療機関の病床

削減にあたっては、その影響や、地域の医療提供体制の確保について関係者間で議

論することが重要であると考えています。 
 

  ③ このため、今回の国の要件で認められている、 「２事業概要」の 「④ その他、都

道府県において議論が必要と認める場合」を適用し、他の要件に関わらず、本事業

を活用するすべての病床削減について圏域での議論と合意を要件として設定するも

のです。 
 

  ④ なお、以前より地域医療介護総合確保基金において実施している「病床機能再編

支援事業」でも圏域での議論と合意を要件としています。 

 

４ 今後のスケジュール 

  本審議会において承認を得られた場合には、県における要綱の制定等、所要の手続を

経た後に医療機関からの申請受付を開始 
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